
平
成
二
十
七
年
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五
日
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出
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問
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特
定
秘
密
に
指
定
さ
れ
た
項
目
に
関
す
る
質
問
主
意
書

昨
年
十
二
月
十
日
に
施
行
さ
れ
た
特
定
秘
密
保
護
法
に
基
づ
き
、
特
定
秘
密
の
指
定
を
行
う
機
関
が
特
定
秘
密
の
指
定
を
開

始
し
た
と
報
道
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
特
定
秘
密
が
今
後
運
用
さ
れ
て
い
く
段
階
で
い
く
つ
か
の
懸
念
事
項
が
存
在
す
る
こ
と
も

指
摘
さ
れ
て
お
り
、
現
段
階
で
明
確
に
し
て
お
く
べ
き
論
点
に
つ
い
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

特
定
秘
密
保
護
法
に
よ
る
と
、
特
定
秘
密
を
漏
洩
し
た
側
は
最
高
懲
役
十
年
、
扇
動
し
た
場
合
、
教
唆
、
共
謀
の
場
合
は

最
高
懲
役
五
年
と
な
っ
て
い
る
。
教
唆
、
扇
動
、
共
謀
の
場
合
、
当
事
者
は
該
当
す
る
項
目
が
、
特
定
秘
密
に
指
定
さ
れ
て

い
る
か
否
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
ど
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
る
の
か
。

二

米
国
で
は
上
下
両
院
に
「
情
報
特
別
委
員
会
」
が
あ
り
、
Ｃ
Ｉ
Ａ
な
ど
主
に
情
報
機
関
の
監
視
や
予
算
の
審
議
を
し
て
い

る
。
委
員
会
に
は
、
守
秘
義
務
と
引
き
換
え
に
、
全
て
の
秘
密
情
報
の
提
供
を
受
け
る
権
限
が
あ
る
。
我
が
国
の
特
定
秘
密

保
護
法
で
は
、
特
定
秘
密
の
指
定
事
項
に
関
す
る
議
会
の
チ
ェ
ッ
ク
は
情
報
監
視
審
査
会
が
予
定
さ
れ
て
い
る
が
、
米
国
の

「
情
報
特
別
委
員
会
」
と
の
違
い
は
ど
の
よ
う
な
点
が
挙
げ
ら
れ
る
か
。
政
府
と
し
て
守
秘
義
務
と
引
き
換
え
に
、
全
て
の

秘
密
情
報
の
提
供
を
受
け
る
権
限
を
有
す
る
と
考
え
て
い
る
の
か
。

三

米
国
で
は
、
米
国
立
公
文
書
館
情
報
保
全
監
督
局
が
全
省
庁
に
立
ち
入
り
検
査
が
で
き
、
不
適
切
な
秘
密
指
定
の
解
除
を

一



求
め
る
権
限
を
持
っ
て
お
り
、
職
員
は
人
事
異
動
で
出
身
省
庁
に
戻
ら
な
い
「
ノ
ー
リ
タ
ー
ン
ル
ー
ル
」
が
採
用
さ
れ
て
い

る
。
日
本
で
は
独
立
公
文
書
管
理
監
・
情
報
保
全
監
察
室
が
指
定
解
除
を
要
求
す
る
権
限
を
有
す
る
が
、
職
員
は
人
事
異
動

で
出
身
省
庁
に
戻
ら
な
い
「
ノ
ー
リ
タ
ー
ン
ル
ー
ル
」
は
採
用
さ
れ
な
い
の
か
。

四

日
本
経
済
新
聞
二
〇
一
四
年
十
二
月
三
十
一
日
付
け
朝
刊
に
よ
る
と
、
秘
密
指
定
の
第
一
弾
を
巡
っ
て
は
、
法
務
省
や
警

察
庁
が
自
主
的
に
発
表
す
る
一
方
、
外
務
省
な
ど
は
報
道
機
関
か
ら
問
い
合
わ
せ
が
あ
れ
ば
答
え
る
な
ど
省
庁
に
よ
っ
て
対

応
が
ま
ち
ま
ち
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
秘
密
指
定
の
運
用
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
各
省
庁
間
で
統
一
さ
れ
て
い
な
い
の

か
。
統
一
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

二


